
小浜市において施設敷地緊急事態で必要となる輸送能力

 小浜市において施設敷地緊急事態で必要となる輸送能力は、想定対象人数36人につい
て、ﾊﾞｽ1台、福祉車両3台(車椅子仕様36台） 。

想定対象
人数

必要車両台数※1

備考

ﾊﾞｽ※２
福祉車両※３

(ストレッチャー仕様)
福祉車両※３

(車椅子仕様)

学校・保育所の児童等
の避難

該当施設なし

病院・社会福祉施設の入
所者の避難

該当施設なし

在宅の避難行動要支援
者の避難

13人
＋支援者13人

（＝26人）

1台
(要支援者13人
＋支援者13人)

0台 0台

・支援者等の車両での避難によりそ
の分必要台数は減少

【資料P26】

在宅の避難行動要支援
者のうち、無理に避難す
ると健康リスクが高まる
者及びその支援者を放射
線防護施設に輸送※４

5人
＋支援者 5人

（＝10人）
0台 0台

3台
(要支援者5人
＋支援者5人)

・放射線防護施設に輸送

・支援者等の車両での避難によりそ
の分必要台数は減少

【資料P26】

合 計 36人 1台 0台 3台

※1 数字は現段階で小浜市が把握している暫定値

※3 福祉車両（ストレッチャー仕様）は1台あたり1人、福祉車両（車椅子仕様）は1台あたり2人の避難行動要支援者を搬送することを想定
※2 バスは１台あたり45人程度の乗車を想定

お ばま し

お ばま し

※4 「無理に避難すると健康ﾘｽｸが高まる者」は、輸送の準備が整うまで放射線防護施設内に屋内退避
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小浜市における施設敷地緊急事態での輸送能力の確保

 施設敷地緊急事態発生時には、在宅の避難行動要支援者の避難等のために、福井県嶺南地

方のﾊﾞｽ会社が保有する車両のほか、小浜市内の医療機関、社会福祉施設、社会福祉協議

会や関西電力が配備する車両により、必要車両台数を確保。

確保車両台数必要車両台数

備考
バス

福祉車両
(ストレッチャー仕様)

福祉車両
(車椅子仕様)

（A）必要車両台数 1台 - 3台

（B）確保車両台数 計1台 - 計3台

確
保
先

・小浜市

・医療機関、社会福祉施設、社会福
祉協議会（小浜市）

- - 2台

保有車両台数
バス ３台

福祉車両（ストレッチャー） ４ 台
福祉車両（車椅子） ２９台

ﾊﾞｽ会社（福井県嶺南地方） 1台 - -
保有車両台数

バス １７３台

関西電力 - - 1台

保有車両台数
バス ９台
福祉車両（ストレッチャー、車椅子兼
用）２１台
福祉車両（車椅子）４台

※ 不測の事態により確保した輸送能力で対応できない場合、実動組織（警察、消防、海保庁、自衛隊）に支援を要請

れいなん

お ばま し

お ばま し
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避難を行うことにより健康リスクが高まる避難行動要支援者に係る対応

※ 一部の放射線防護施設は万一集落が孤立化した場合にも活用

特別養護老人ホーム・楊梅苑
（収容可能者数：80人）

保健・医療・福祉総合施設なごみ
（収容可能者数：23人）

はまかぜ交流センター
（収容可能者数：155人）

福井県栽培漁業センター
（収容可能者数：100人）PAZ

わかさたかはま

高浜けいあいの里
（収容可能者数：150人）

ふるさと交流センター
（収容可能者数：250人）

大島小学校
（収容可能者数：75人）

若狭高浜病院附属介護老人保健施設
（収容可能者数：110人）

若狭高浜病院
（収容可能者数：165人）

原子力研修センター
（収容可能者数：160人）

わか さ たか はま

（凡例）

：福井県内の施設 ：関西電力保有施設

杉田玄白記念公立小浜病院
（収容可能者数：80人）

 避難を行うことによって、かえって健康ﾘｽｸが高まるような重篤者等については、無理な避難は行わず、放射線防護

機能を付加した近傍の放射線防護施設（合計11施設）へ収容。

 これらの11施設では、施設入所者とPAZ内の在宅の避難行動要支援者等を最大合計約1,300人を収容可能。

 また、これら１１施設では、 屋内退避者のための7日分を目安に食料及び生活物資等を備蓄。

 さらに、屋内退避中に食料等が不足するような場合には、関西電力が供給。
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すぎた げんぱく おばま




